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本判決は、パート従業員Yが、高齢者介護事業所及び放課後児童デイサービス事業所を運営するX社に対し、反訴として提起した、
①主位的に、勤務時間を週３日・１日８時間・週２４時間、勤務地・職種を介護事業所・介護職とする合意を前提に、X社の責めに帰す
べき事由により当該合意に基づく就労ができなかったとして賃金等請求、②予備的に、シフトの削減が違法かつ無効であるとして
賃金等請求などについて、当否の判断を示したものです。
なお、本訴は、X社がYに対し、⑴勤務時間・勤務地・職種限定合意に基づき、週３日・１日８時間・週２４時間、X社の介護事業所にて
介護職として労務を提供させる債務の不存在、⑵給与振込手数料支払債務の不存在、⑶通勤手当支払合意に基づく自転車通勤手当
支払債務の不存在等の確認を求めるものでしたが、確認の利益がないとして不適法却下されています。

１　争点１について
　⑴　当事者の主張
Yは、X社との間で労働契約（以下「本件労働契約」といいます。）を締結する際に、勤務時間を週３日・１日８時間・週２４時間と
する合意をしたと供述するとともに、シフトによる旨の合意をすることは考えられない旨主張しました。

　⑵　裁判所の判断
裁判所は、本件労働契約の雇用契約書には、勤務時間につき、手書きの「シフトによる。」という記載があるのみであり、週３日で
あることをうかがわせる記載がないこと、Yの勤務実績からすると、１か月の出勤回数は９～１６回と幅があり、勤務開始当初２
年間においても、週３日のシフトが組まれていたわけではないこと、他の職員の配置との兼ね合いからも、Yの１か月の勤務日数
を固定することは困難であったことを指摘し、勤務時間を固定する合意の成立を否定しました。
さらに、Yが「『シフトによる』という文言さえ雇用契約に記載すれば、…自由にその裁量で勤務させることが可能になりかねず、
賃金を唯一の収入とする労働者の利益を害する…から、シフトによる旨の合意をすることは考えられない」と主張するのに対し、
裁判所は、「翌月の勤務に関する希望を踏まえて、シフトによって勤務日及び勤務日数を決定する方法は、労働者の都合が反映さ
れる点で労働者にとっても都合のよい面もあるのであって、シフトによるという合意自体があり得ないものとはいえ」ないとし、
勤務時間をシフト制とする合意を適法と判断しました。

本件は、反訴請求が事案の概要記載①②のほか、通勤手当支払請求や賃金支給の際に控除した振込手数料の返還請求等の複数に
及び、本訴の確認の利益も絡む等、論点が多岐にわたります。
本稿では、勤務時間をシフト制とする合意の適否（争点１）、シフト決定権限の濫用の有無（争点２）に焦点を当てて解説します。
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本ニューズレター及び弁護士法人ALGからのリーガルサービスに関する情報（セミナー情報、法律相談に関する情報等を含みます。）をご希望される方は次のメー
ルアドレスに会社名、業種、氏名、役職、部署、電話番号及び配信希望先メールアドレスを記入したメールをお送りください。
弁護士法人 ALG は、本ニューズレター配信のために取得した個人情報について、弁護士法人 ALG からの各種ニューズレターの送信並びに各種リーガルサービ
スの紹介及び提供を行うために必要な範囲で利用させて頂きます。
なお、当該情報送信は、予告なく変更及び中止される場合があることをご了承ください。
■ 配信希望メールアドレス roumu＠avance-lg.com

本ニューズレターは、具体的な案件についての法的助言を行うものではなく、一般的な情報提供を目的とするものです。
本ニューズレターに関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

（東京弁護士会所属）
東京法律事務所 〒163-1128  東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー 28F　　【連絡先】 TEL.03-4577-0757　FAX.03-5909-2454

各法律事務所 宇都宮・埼玉・千葉・横浜・名古屋・大阪・神戸・姫路・福岡・バンコク（タイ）

ALG弁護士法人 Associates&

執筆弁護士

企業法務及び労働法務全般企業法務及び労働法務全般

Isao Ienaga
執行役員・弁護士　家永 勲

本事例からみる実務における留意事項Ⅳ

Mikiko Nishiyama
大阪法律事務所 　弁護士　西山 実貴子

２　争点２について
　⑴　当事者の主張
　Yは、平成２９年５～７月のシフトが１３～１５日（勤務時間６５．５～７８時間）であるのに対し、平成２９年８月のシフトは
５日（勤務時間４０時間）、同年９月のシフトは１日（勤務時間８時間）のみとされ、同年１０月のシフト以降は１日も配属されな
くなったことは、使用者のシフト決定権限の濫用であると主張し、平成２９年８月分以降の、直近３か月間（平成２９年５～７月）
の月額賃金の平均額との差額賃金を請求しました。

　⑵　裁判所の判断
裁判所は、「毎月のシフトによって勤務日や勤務時間が決定していたことからすれば、適法にシフトが決定されている以上、」Y
は、X社に対し、「シフトによって決定された勤務時間以外について、」X社の「責めに帰すべき事由によって就労できなかったとし
て賃金を請求することはできない」としたうえで、「しかしながら、シフト制で勤務する労働者にとって、シフトの大幅な削減は収
入の減少に直結するものであり、労働者の不利益が著しいことからすれば、合理的な理由なくシフトを大幅に削減した場合には、
シフトの決定権限の濫用に当たり違法となり得ると解され、不合理に削減されたといえる勤務時間に対応する賃金について、民
法５３６条２項に基づき、賃金を請求し得る」との規範を示しました。
そして、平成２９年８月のシフトが５日（勤務時間４０時間）であることについては、「勤務時間も一定の時間が確保されてい
る」としてシフトの大幅な削減と認定しませんでしたが、勤務日数を１日（勤務時間８時間）として平成２９年９月及び一切のシ
フトから外した同年１０月については、同年７月までの勤務日数から大幅に削減したものとし、合理的理由がなければ、シフト決
定権限の濫用に当たると示しました。
Ｘ社は、シフト削減の理由として、Ｙが平成２９年９月２９日の団体交渉当初から、児童デイサービス事業所での勤務に応じな
い意思を明確にしていたことを挙げましたが、これに対し裁判所は、Ｙが児童デイサービスでの半日勤務に応じない旨表明した
のは平成２９年１０月３０日であり、一切の児童デイサービスでの勤務に応じない旨表明したのは平成３０年３月１９日であっ
たと認定し、平成２９年９月２９日時点でＹが一切の児童デイサービスでの勤務に応じないと表明していたと認めるに足る事情
がないとして、平成２９年９月及び同年１０月のシフト大幅削減について合理的理由を否定、シフト決定権限の濫用であると判
断しました。なお、平成２９年１１月以降については、すでにＹが児童デイサービスでの半日勤務に応じない旨表明しており、原
則として半日勤務である児童デイサービス事業所でのシフト組み入れが困難となったとして、シフト大幅削減の合理的理由を認
め、Ｙの主張を退けています。

本判決によって、勤務時間をシフト制とすることは、使用者が必要性に応じて労働者の勤務日を自由に決定できるというメリッ
トがある反面、労働者も自己の都合によって勤務日を選択できる点でメリットがあるため、勤務時間をシフト制とする合意自体は
適法であることが明確に示されました。
一方で、シフト制の合意に基づくシフト決定においては、使用者の広範な裁量を認めながらも、シフトの大幅削減が労働者に与え
る不利益を考慮し、①シフトの大幅削減は、②合理的理由がなければ、シフト決定権限の濫用に当たり違法となると説示しました。
①シフトの「大幅」削減に当たる程度や②理由の合理性については、個々の事案における具体的事情ごとに検証していく必要がある
でしょう。
厚生労働省は、令和４年１月７日付で「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」を公
表しており、シフト制の労働契約締結方法、シフトの決定方法や変更方法、有給休暇取得の申請方法などが整理されており、参考に
なります。

厚労省からの通達や最高裁の判例を掲載していますので、是非ご覧ください。


